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令和８年度 事業計画 

 

１ 危険物に関する安全思想の普及啓発 
   ・危険物の安全管理や保安に関するポスター・小冊子等の配布 

   ・危険物の事故防止等に関する合同会議及び研修会の実施 

   ・危険物の安全管理及び事故防止に関する講演会の実施 

 ・会報「栃危協だより」の発行 

２ 危険物取扱者の資格取得のための支援 

   ・危険物取扱者試験準備・直前講演会の実施 

     5 月期・８月期・１０月期・２月期 

   ・全国危険物安全協会主催によるオンライン準備講習の広報 

   ・危険物取扱者の資格取得に係るテキストの斡旋・販売 

３ 危険物の安全管理に係る功労者及び事業者等に対する表彰 

 ・消防庁長官表彰 

 ・(一財)全国危険物安全協会理事長表彰 

 ・関東甲信越地区危険物安全協会連合会長定例表彰 

 ・(一社)栃木県危険物保安協会長定例表彰 

４ 危険物取扱者有資格者の法定講習に対する支援 

   ・危険物取扱者保安講習会の実施 

     一般公募  ７月～１月 

     特定事業所 ６月～１月 

   ・法定講習未受講者に対する受講促進 

   ・全国危険物安全協会主催によるオンライン保安講習の広報 

５ 連携強調関係 

 ・委嘱講師との打合せ 

   ・地区危険物保安協会事務局担当者との意見交換会の開催 

６ 地下タンク等の定期点検実施制度に係る事務 

   ・認定申請の受理、点検済証の交付 

７ 諸会議の開催 

   ・通常総会 ５月 

   ・理事会  ５月・１１月・３月 

   ・監事会  ５月 

８  各種会議等への出席 

 ・（一財）全国危険物安全協会及び関東甲信越地区危険物安全協会連合会会議への出席      

(危険物安全大会、会長研修会、定例総会、事務局長会議等) 
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危険物取扱者保安講習会のご案内  

                    実施機関：栃  木  県 

                    受託機関：一般社団法人栃木県危険物保安協会 

                    協力機関：各地区危険物保安協会(各消防本部（局）内) 

 

 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第１３条の２３の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関す

る講習を次のとおり実施します。 

 

１ 受講対象者 

  危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所において、現に危険物の取扱作業に従事している危 

 険物取扱者のうち、次に該当する方は危険物取扱者保安講習を受講しなければなりません。 

 受講対象者がこの講習を受講しない場合は、消防法第 13条の 2第 5項の規定により免状 

 の返納を命ぜられることがあります。 

  なお、受講義務のない方でも免状所持者であれば希望者は受講できます。 

⑴  継続して危険物取扱作業に従事している方   

   受講日以後における最初の４月１日から３年以内に受講 

 

    例：令和６年２月１日受講                     

                    令和６年４月１日                 令和９年３月３１日 

 

     前回受講     最初の４月１日        ３年以内          受講期限 

 

⑵  新たに危険物取扱作業に従事することになった方 

 

  例：令和８年２月１日従事開始                     

                                        令和９年 1 月３１日 

 

  従事開始            １年以内           受講期限 

 

⑶  上記⑵のうち、従事開始前２年以内に免状の交付または講習を受けている方 

 免状交付日または受講日以降における最初の４月１日から３年以内に受講 

 

  例：令和６年２月１日免状交付又は受講   令和８年２月１日従事開始                     

           令和６年４月１日                      令和９年３月３１日 

 

   免状交付又は受講      ２年以内     従事開始          

         最初の４月１日        ３年以内            受講期限 

 

                  ２ 

令和８年度 



２ 講習区分 

  危険物施設の種類により次の区分で講習を行います。 

講習区分 従事している危険物施設 

給油取扱所 給油取扱所、自家給油取扱所 

一般(その他) 上記以外の危険物施設 

 

３ 講習科目及び講習時間   

⑴  危険物関係法令に関する事項   ・・・１時間 

⑵  危険物の火災予防等に関する事項・・・２時間 

 

４ 受講申込手続等 

⑴  受講申請書の配付場所   

   県内の各消防本部(局)及び(一社)栃木県危険物保安協会（以下「当協会」という） 

において配付しています。 

また、当協会ホームページ「保安講習案内」からもダウンロードできます。 

⑵  各消防本部(局)への受講申請 

   ア 受講申請窓口は、受講を希望する会場に応じ、それぞれの受付消防本部(局)に 

    なります。(郵送での受付はしておりません。) 

  イ 受付時間は、申請期間(土・日・祝日を除く)９時から１７時までです。 

  ウ 申請期間中であっても、定員になり次第受付を締め切ります。 

⑶  当協会への受講申請 

   ア 消防本部（局）への申請期間終了後に定員に達しない場合には、当協会で受付け 

   ますので当協会にお問い合わせください。申請書を郵送する場合は、１１０円切手を貼った受

講票返送用封筒を必ず同封してください。 

  イ 当協会のオンライン講習受講者で、講習修了後に危険物取扱者免状裏面に公印等の押印を希望

する方は電話連絡をお願いします。 

当協会において、修了証を確認し危険物取扱免状に公印等を押印しお返し致します。 

また、郵送を希望される方は、修了証・危険物取扱者免状及び免状返送用封筒（定型封筒の表に

住所、氏名を記入し、簡易書留郵便料金４６０円分の切手を貼ったもの）の 3 点を郵送（方法に

ついては受講者にお任せします）してください。 

  ⑷ 受講申請に必要な書類等 

   ア 受講申請書 

    受講区分について、給油取扱所又は一般のいずれかを選択してください。 

   イ 受講手数料 ５，３００円（申請書の提出前に必ず以下の方法により手数料の納付をお願いし 

ます。 

・栃木県電子申請システム 

・POS レジ（県庁東館２階生協売店のみ） 

・栃木県収入証紙（利用は令和９年３月 31 日まで） 

 詳しくは、栃木県庁ホームページをご覧ください。 

※栃木県庁ホームページ 
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   ※栃木県庁ホームページ URL 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/l02/documents/kikenbutsuhoankoushu.html 

栃木県収入証紙の販売は、令和 8年 3月 31 日で終了しております。 

  ウ 受講票の交付  受講申請を受付けた場合は、申請者に受講票を交付します。 

お願い：講習会場には、受講申請のお問合せはなさらないようお願いします 

 

５ 講習当日の受付 

⑴  講習当日は、受講者本人が受講票及び危険物取扱者免状を受付に提出してください。 

    なお、書換申請の手続等により提出できない場合はその旨係員に申し出てください。その際、本

人であることを運転免許証等により確認させていただきます。 

⑵  受付は、講習開始時刻の３０分前から開始します。 

   なお、講習開始時刻までに受付されない場合は、受講できませんのでご注意ください。 

 

６ 講習修了の証明及び免状の返却 

  講習終了後、危険物取扱者免状に公印を押印してお返しいたします。 

 

７ その他 

⑴ 受講申請書の記入に当たっては、※印以外の事項について楷書で記入してください。 

⑵受講申請書受付後、やむを得ず欠席された場合は、年度内であれば他の会場での受講ができ

ますので、必ず当協会へ連絡してください。 

⑶ 台風その他の事情により講習会を延期又は中止する場合は、当協会のホームページ 

 (http://www.13tochiki.or.jp)に掲載します。 

⑷ 講習会場に駐車場が無いところもありますので受付の際にご確認ください。また、自動 

車で来場した場合の駐車違反及びその他の自動車に関する責任は一切負いません。 

⑸ 講習の途中で退席されますと、原則、講習修了と認められません。 

⑹ 受付消防本部(局)への問合せは申請期間中にお願いします。 

 

８ 当協会のオンライン講習申請方法については、申請期間のおおむね 1 か月前に当協会ホームページ

に掲載しますので確認をお願いします。 

 

９ （一財）全国危険物安全協会におけるオンライン講習申込方法は、当協会の申請方法や受講状況確

認方法が異なりますので、詳しくは全国危険物安全協会のホームページを確認して下さい。

https://www.zenkikyo.or.jp   

栃危協ホームページ  全危協 Youtube  
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５ 

講習日時、会場及び受講申請書の受付場所等（令和８年度） 



△▼△８月期危険物取扱者試験準備講習会(乙種第４類)△▼△ 

受講申込書は、６月下旬に当協会ＨＰ「準備講習案内」に掲載します。 

合格への近道 

                        主催：一般社団法人栃木県危険物保安協会  

１ 講習日時及び会場等   

月 日 時  間 会  場 所   在   地 定 員 

８月５日(水) 9：40～16：40 栃木県庁舎西別館２階 宇都宮市昭和１-3-10 ２０名 
 
２ 講義内容等（初めて試験にチャレンジする方にわかりやすく説明します） 

 ○ 危険物に関する法令及び模擬試験            ３時間００分  

 ○ 基礎的な物理学及び基礎的な化学            ２時間３０分 

 ○ 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法   

   ※模擬問題を配布します。  経験豊富な講師陣 出題傾向に沿った講習内容

３ 受講申込 

  (1)申込期間 ６月２２日(月)～７月２４日（金） 

※定員に達する場合がありますので申込状況の確認をお願いします。（℡028-622-0438） 

(2)申込方法 当協会に受講申込書及び受講料を持参（振込可）にて提出してください。 

メールまたは FAX での申込みも受け付けます。その際は受講料振込時の 

「ご利用明細票」等を申込書の余白に貼付し送信してください。併せて申込書 

の備考欄に受講票の送付先及び受講料領収書の宛名を記入してください。 

       受講申込書は、当協会ＨＰ「準備講習案内」からダウンロードしてください。 

  (3)受講料  ７，７００円 (現金又は振込)  受講料にテキスト代は含みません。 

振込金融機関：足利銀行 県庁内支店 普通 口座番号３１９９８２５ 

（一社）栃木県危険物保安協会（振込手数料は各自負担してください） 

       受講申込後は、受講料をお返しいたしませんのでご了承ください。 

４ テキスト  

講義では、（一財）全国危険物安全協会発行の危険物取扱必携(法令編 1,540 円)、同(実務編

1,540 円)、試験例題集乙種第４類(解説集付き 1,870 円)を使用しますので購入をお勧めしま

す。当協会で販売しております。 

なお、郵送により購入を希望する場合は、受講料とテキスト代及び送料（レターパックプラス

６００円）代金の振込領収書（ご利用明細票等）を申込書の余白に貼付、併せてテキスト送

付先を明記しメールまたは FAX をしてください。 

     メール：info@13tochiki.or.jp  FAX：028-622-0439 

※台風その他の事情により延期又は中止する場合は当協会ＨＰに掲載します。 

   ※昼食は各自ご用意ください。 

         （問合せ先）（一社）栃木県危険物保安協会                                 

  Tel 028-622-0438 Fax 028-622-0439 http://www.13tochiki.or.jp 

                   ６ 



△▼△門奈誠司様 危険業務従事者叙勲受賞△▼△ 

  第４６回危険業務従事者叙勲に、当協会専任講師の門奈誠司様が瑞宝単光章を受賞されました。 

門奈様は、足利市消防本部職員として、市民の生命、身体、財産を火災等の災害から防御するた

め、永年にわたり危険性の高い業務に精励するとともに消防力の強化、充実に尽力され、消防の

発展に貢献されました。心よりお祝い申し上げます。 

 

△▼△(一財)全国危険物安全協会理事長表彰決定△▼△ 
令和８年４月１日、一般財団法人全国危険物安全協会理事⾧表彰の通知が発出され、栃木県では 

 優良危険物関係事業所、会員感謝状を推薦、表彰が決定しました。 

 優良危険物関係事業所は、佐野市危険物保安協会員の株式会社ダイセキ関東事業所様が受賞されます。

株式会社ダイセキ関東事業所は、各種災害発生時における行政機関への協力、危険物安全週間などに

おける予防広報活動など、行政機関と連携を図り積極的な活動を展開しながら危険物施設における保

安や地域における火災予防の推進に取り組んでいます。 

 また、会員感謝状では、日光市危険物保安協会員の高緑一男様が受賞されます。永年、日光市危険物

保安協会の役員として協会発展に尽力されると共に、現在も会員として危険物施設における保安管理

や地域において火災予防の推進に取り組んでいただいております。 

 

 

△▼△▼△定期点検認定事業者一覧△▼△▼△ 

                                2026.4.23 現在 

（一財）全国危険物安全協会ＨＰから引用 

地下タンク等定期点検認定事業者（栃木県） 

認定番 

号 

事 業 者 名 営業所又は 

担当部署 

郵便番号 所 在 地 電話番号 

09001 平成理研株式会社 環境装置部 321-0912 宇 都 宮 市 石 井 町  

２８５６－３ 

028-660-1700 

09004 株式会社日本オイル

サービス 

技術サービス

１G 

320-0856 宇 都 宮 市 砥 上 町  

２７８番地４ 

028-648-4393 

09006 藤原技建有限会社  320-0851 宇 都 宮 市 鶴 田 町  

２１４７-１２ 

028-648-5283 

09008 加藤産業株式会社  324-0052 大田原市城山２丁目

１５番６号 

0287-20-1620 

09011 株式会社大高商事 設備部 320-0075 宇都宮市宝 木本町 

１４７４番地５ 

028-665-1911 

09013 有限会社オオモリ油

設工業 

工事部 321-0151 宇都宮市西 川田町 

７２３番地４ 

028-645-1247 

７ 



09017 有限会社関東エンジ

ニアリング 

 325-0066 那須塩原市 新緑町 

１２０番地２４ 

0287-63-1009 

09019 有限会社栃木スキル

サービス 

検査課 320-0846 宇都宮市滝の原１丁

目１番３９号 

028-634-3335 

09020 有限会社ガンバサー

ビス 

 321-0901 宇 都 宮 市 平 出 町  

１３１３－１ 

028-660-3508 

09021 株式会社晃和ビル管

理センター 

総務課 329-2721 那須塩原市東町１７

－１５ 

0287-36-6680 

09022 ニッコーテクノサー

ビス 

 320-0058 宇都宮市上戸祭４－

１０－２８  

028-621-5916 

13001 株式会社タツノ 関東支店 321-0973 宇 都 宮 市 岩 曽 町  

１３９５番地１号 

050-9000-2474 

14008 トキコシステムソリ

ューションズ株式会

社 

宇都宮営業所 321-0117 宇都宮市城南１－４

－１６ 

050-3537-4924 

13088 株式会社サンフロイ

ント（当協会賛助会員） 

 113-0033 東京都文京区本郷１-

２０-３中山ビル４F 

03-3818-7868 

 

 

移動貯蔵タンク定期点検認定事業者（栃木県） 

認定番 

号 

事 業 者 名 営業所又は 

担当部署 

郵便番号 所 在 地 電話番号 

09005 有限会社オオモリ油

設工業 

工事部 321-0151 宇都宮市西川田町 

７２３番地４ 

028-645-1247 

09008 ニッコーテクノサー

ビス 

 320-0058 宇都宮市上戸祭４－

１０－２８  

028-621-5916 

13001 株式会社タツノ 関東支店 321-0973 宇 都 宮 市 岩 曽 町  

１３９５番地１号 

050-9000-2474 

14002 トキコシステムソリ

ューションズ株式会

社 

宇都宮営業所 321-0117 宇都宮市城南１－４

－１６ 

050-3537-4924 
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△▼△▼△地区協会だより△▼△▼△ 

鹿沼市防火保安協会 

当協会は、昭和３４年に設立された「鹿沼地区危険物保安協会」並びに、昭和３７年に設立され

た「鹿沼地区防火管理者協会」が合併し、平成２０年４月１日に「鹿沼市防火保安協会」となりま

した。 

現在、鹿沼市内の３０６事業所が入会しており、視察研修や消火技術競技会、火災予防研修会等

の各種事業を通じて防火思想の普及を図るとともに、会員相互の親睦を深めております。 

 第４５回を迎えた消火技術競技会では、各事業所から選抜された総勢２８チーム（男子１６、女

子１２）が参加し、日ごろの訓練の成果を存分に発揮するなど、消火器による消火技術を競い合い

ました。 

 また火災予防研修会では、栃木県消防防災課職員を講師に「企業防災から地域防災へ」を講演い

ただき、企業が担う地域防災について学んでいただきました。 

各種事業を開催し、危険物事故の根絶と防火思想の普及啓発のため、会員一丸となり活動してお

ります。今後とも、栃木県危険物保安協会及び各地区協会の皆様方には、より一層のご指導ご支援

を賜りますよう申し上げ、地域の安全安心に貢献していきたいと思います。 

     【消火技術競技会】               【火災予防研修会】 
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